
 
令 和 元 年 ９ 月 1 7 日

庁  議  資  料

こまえくぼ 1234（市民活動支援センター）休館日変更の試行実施について 

 

 

 現在、こまえくぼ 1234（市民活動支援センター）（以下「支援センター」という。）の休館

日を火曜日と定めている。これは、公民館、地域センター（以下「他施設」という。）の休

館日と同一である。 

 休館日を他施設と別の曜日に設定することにより、利用者数の変動等を測定し、市民の利

便性向上に繋がる支援センター運営について検討することを目的とし、下記のとおり試行

実施を行う。 

 

 

【試行実施内容】 

●試行期間 

 令和２年１月４日（土）～２月 29 日（土） 

 

●休館日 

 月曜日 ※通常は火曜日 

 

●人員体制 

 試行期間中は、現行の人員体制で対応する。 

 

●周知方法 

 ・広報こまえ 10 月１日号、情報誌「えくぼ」10 月号、広報誌「こまえがお」11 月号への

掲載 

 ・市ホームページ、支援センターホームページへの掲載 

 ・地域センター、公民館へのポスター掲示 

 ・支援センター登録団体へのメール発信 


